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地域福祉にかかる主な公的財源
（平成19年度事業費ベース。）

【高齢者福祉】
・地域支援事業交付金

1，077億円

【障害者福祉】
・地域生活支援事業費

800億円

【児童福祉】
・次世代育成支援対策交付金

730億円

※日本の上位20財団年間助成額（平成12年度決算）

（栃本一三郎【編著】『地域福祉の広がり』（ぎょうせい、
平成14年）p169。）

地域福祉にかかる主な民間財源

【共同募金配分金】
約188億円（平成17年度実績。）

【助成財団による助成】
約233億円※



寄付をめぐる現状について
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「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」
～平成１７年６月 税制調査会 基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーキング・グループ

三 寄附金税制のあり方
１ 寄附金税制の見直しの基本的方向

わが国の現行の寄附金税制は、（ⅰ）国・地方公共団体に対する寄附金、（ⅱ）指定
寄附金、（ⅲ）特定公益増進法人に対する寄附金、（ⅳ）認定ＮＰＯ法人に対する寄附
金等の区分に対応して、個人ないし法人が寄附を行った場合、各々の課税所得の計
算上、一定限度の所得控除ないし損金算入ができる仕組みとなっている。こうした寄
附金税制は、本来課税すべき利益を減額してでも、民間の公益的活動の発展に資す
るため政策的に寄附活動を支援するとの考え方に基づいているものである。このた
め、真に政策的支援にふさわしい公益的な非営利法人を厳格に絞り込んだ上で、税
制上の優遇措置が適用されている。

しかしながら、「わが国経済社会の構造変化の『実像』について」でも示唆したよう

に、近時、わが国経済社会は大きく変容しつつある。少子・高齢化の進展、右肩上が
経済の終焉、社会の多様化の進行といった構造変化が進み、きめ細かな社会ニー
ズに対応しうる柔軟で厚みのある社会システムを再構築することが求められている。
こうした中で、これまでになく、「民間が担う公共」の領域の役割が重要となっている。
その主たる担い手が公益的な非営利法人であり、その活動を資金面で支えるのが寄
附金である。

寄附金税制について寄附金税制について
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このような状況の下、「新たな非営利法人制度」の制度化を契機として、税制面において、
欧米諸国並みに寄附文化を育んでいくためのインフラ整備に積極的に寄与するとの視点
が重要となる。かかる視点に立って、寄附金税制についての従来の考え方を抜本的に見
直し、より一層その充実を図る方向を目指すべきである。こうした寄附金税制の拡充は、
「民」が「公共」の領域により深く主体的に関与するチャネルを拓き、今日的視点から官民
の役割分担のあり方を改めて見直すきっかけにもなりうるものである。

もとより、寄附文化は優れて歴史的・文化的な背景や社会風土に規定されるものである。

わが国においては、寄附文化はこれまで比較的希薄と言われており、寄附金税制が果た
す役割にも自ずと限界がある。真の意味で寄附文化を発展させるためには、寄附金税制
の抜本改革のみならず、公益的な非営利法人において適正な事業活動や情報公開によ
り寄附者の理解を得るための一層の努力が求められる。そして何よりも、国民一人一人
における「公共」意識を育てる努力こそが欠かせない。
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※政府税制調査会企画会合資料（平成19年10月12日）より抜粋。



日米英三国募金団体及び税制上の優遇措置の比較

国 名  日本 アメリカ イギリス 

募金団体名 共同募金会 

 

ユナイテッド・ウェイ 

 (United Way) 

チャリティ援助財団(Charities 

Aid Foundation) 

募金実績額  

 

 

266 億円 

（1995 年度）

31．7 億ドル（3487 億円、1 ド

ル＝110 円として計算） 

（1994 年度)

9300 万ポンド(163 億円、1 ポン

ド＝175 円として計算) 

（1992 年度)

国民所得 

 （1995 年度） 

374 兆 2477 億円  5 兆 9542 億ドル（654 兆 9590 億

円、1 ドル＝110 円として計算）

5360 億ポンド（93 兆 7980 億円、

1ポンド＝175 円として計算）

募金方法 戸別募金･････････････68.4％ 

街頭募金･･････････････2.3％ 

法人募金･････････････14.1％ 

職域募金･･････････････3.7％ 

学校募金･･････････････1.9％ 

興業募金･･････････････0.4％ 

その他････････････････9.2％ 

（1995 年度） 

会社の従業員の募金･･･52.0％ 

法人募金･････････････22.4％ 

政府職員･････････････11.2％ 

専門職の寄付･･････････2.4％ 

小企業の寄付･･････････2.4％ 

戸別募金･･････････････2.6％ 

財団からの寄付････････1.0％ 

その他の寄付･･････････6.0％ 

コベナント(個人)･････24.7％ 

〃  （法人）････10.8％ 

単独寄付(個人)･･･････11.8％ 

〃 (法人)････････4.3％ 

給与天引き寄付･･･････10.8％ 

その他寄付(個人)･････14.0％ 

〃  (法人)･････23.6％ 

 

個人①寄付額（所得の 30％を

限度とする）－1 万円が

所得税の課税対象所得

額から控除される。 

② 寄付額(所得の 25％を

限度とする)－10万円が

住民税の課税対象所得

額から控除される 

個人･･所得の 50％まで所得税の

課税対象所得から控除される 

 

 

 

 

 

税制上の優遇

措置 

 

法人･･･寄付額が全額損金扱い

になる。 

法人･･･ 所得の 10％まで法人税

の課税対象所得から控除される

寄付者が指定した適格公益公団

に対して寄付金に関し、寄付者

の税率にしたがって計算した税

額相当分を内閣歳入庁から還付

される 

 

※「みんな一緒に生きてゆく－共同募金運動 50 年史－」（社会福祉法人中央共同募金会、1997 年）p205 より抜粋。 
ただし、「国民所得」は、「財政金融統計月報第268号」を用い、厚生労働省社会・援護局が推計。
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国・地方公共団体に対する
寄附金

指 定 寄 附 金
特定公益増進法人に対する
寄附金

認定ＮＰＯ法人に対する寄
附金

・公立高校 ・国宝の修復 ・日本赤十字社などの特殊法人

・公立図書館　　　　　　　　　 など ・オリンピックの開催 ・公益法人のうち科学技術の

・赤い羽根共同募金 　試験研究や学生に対する学資

・私立学校の教育研究等 　の支給を行うもの

・国立大学法人の教育研究等 ・学校法人

など　 ・社会福祉法人　　　　　　　　など

（注）

特定非営利活動を行う法人（NPO
法人）のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受け
たもの

国、一定の公益法人、認定ＮＰＯ法人等に寄附した相続財産は、原則として非課税

所　得　税

法　人　税

相　続　税

「寄附金（※）－５千円」を所得から控除　　　※　総所得の4０％を限度

全額損金算入
一般の寄附金（注１）とは別に、以下を限度として損金算入
（所得額の２．５％＋資本等の金額の０．２５％）×１/２）

一般の寄附金とは、法人の支出する寄附金のうち、国等に対する寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人及び認定ＮＰＯ法人に対する寄附金以外のもので（所得金額の２．５％＋資本等の金額の０．
２５％）×１/２を限度として損金算入される。

個人が法人に対して土地等の資産を贈与した場合には、通常、資産の譲渡があったものとみなして所得税が課税されるが、公益の増進に著しく寄与する公益法人等に対する贈与等で、国税庁長官の
承認を受けたものは非課税。

公益法人、ＮＰＯ法人に贈与又は遺贈した財産については、相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除いて相続税又は贈与税は課税されない。

個人住民税

１．

２．

３．

都道府県、市町村及び特別区に対する寄附金及び都道府県共同募金会又は日本赤十字社支社に対する寄附金

「寄附金（※）－１０万円」を所得から控除　　※　総所得の２５％を限度

寄附金の

区分

寄附を
した者の
税制上の
取扱い

※財務省・総務省資料に基づき厚生労働省社会・援護局作成（平成１９年４月）

寄付金に関する税制上の優遇措置
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寄付を促す仕組みについて



寄付する動機（仮説）～人はなぜ寄付するのか～寄付する動機（仮説）～人はなぜ寄付するのか～

人は、限られた予算の中で、自分の満足度を最大化しようとする。

寄付は、一見、直接自分の満足度を上げる経済行為ではないため、通常で

あれば、寄付を行おうとするインセンティブは、生まれないはずである。

寄付する人間は、存在する。

しかし、
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なぜか？



１０のお金を使って、１５の満足度を得られる商品と、５の満足度を得られる商

品を比べた場合、一般には、人は１５の満足度を得られる商品を選択する。

寄付するという選択をすることは、他の商品を買うのと同様に、自分のお金を

使って、最大の満足度を得られる寄付という商品を買うということではないのだ

ろうか。

寄付は、他者に対し金品を贈る行為であるため、一見、直接の満足度は低い

ものに対して、お金を使うかのように思えるが、違うのではないか。

限られた予算制約の中で、持てるお金の使い道として寄付を選択する場合、

人は、他者に対して、そのお金を贈ることを考えるのではなく、お金の使い道と

して、最大の満足度が得られる使い道として考えているのではないか。
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【長期的課題】

○ 寄付が自分の満足度を高める商品だということになるには、寄付に価値

があるという意識が根付かなければならない。どのようにして、意識を根付

かせることができるか。

【短期的課題】

○ 寄付を消費者の購入する商品だと認識した上で、共同募金など既にある

寄付の仕組みにどのような工夫を加えることができるのか。

○ どうしたら、人は、寄付という商品を選択するかを考えるべきではないか。

○ 寄付を魅力ある商品として受け止めてもらうには、どのような方策が考えら

れるのか。

では、
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寄付を促すための長期的課題と短期的課題の関係寄付を促すための長期的課題と短期的課題の関係

寄付意識のある人

実際に寄付した人

国民

【長期的課題】
寄付意識そのもの
を根付かせる。

【短期的課題】
寄付意識があるが、実際に寄付行
動に結びついていない人を寄付に
誘導すべく、現行制度を工夫する。
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キリスト教が文化として根付いているような諸外国に比べて、寄付する機運が

低いといわれる日本においても、共同募金（赤い羽根）のほかに、積極的に行

われている寄付がある。

① ユニセフ（日本分） １６８億円（平成１８年度）

② ナショナルトラスト「トトロのふるさと基金」 ３．３億円（平成１９年９月までの累計。）

・ 宮崎駿監督が映画「となりのトトロ」の構想を練った狭山丘陵を開発から守るため、土地の買

い取りの資金を、寄付により集めている。

③ 寄付条例 全国２７市町村において制定（平成１９年１０月現在）

・ 地方公共団体が条例を制定し、条例において提示したまちづくりなどの複数メニューに対して、

市民が自らの望む政策メニューに寄付することで、政策の実現を図るもの。市民が寄付という

形を通じて、直接政策を選択することができる。

日本における寄付の実例

日本における寄付日本における寄付
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上記の①～③に共通しているのは、自分の行った寄付が、具体的にどのように

役立つのか、わかりやすく表現されていて、商品としての寄付という位置づけ

が確立されていること。

① ユニセフ（日本分）
たとえば・・・皆様の募金で可能な支援例

３，０００円のご支援で １０人の子どもにスケッチブックと８色のクレヨンセットを提供することができます。

５，０００円のご支援で マラリアを防ぐ蚊帳を７張り提供することができます。

１０，０００円のご支援で はしかのワクチン６０３回分を調達することができます。

② ナショナルトラスト「トトロのふるさと基金」
1人が３０００円をナショナルトラスト「トトロのふるさと基金」に寄付していただけたら、葉書サイズ～畳半分く

らいの土地を購入し「トトロの森」として永久に残していくことができます。

③ 寄付条例
寄付を行う市民が選択できるメニュー。

○ 保健福祉の充実に関する事業

○ スポーツ振興に関する事業

○ 自然環境の保全に関する事業

○ 緑化の推進に関する事業

○ 芸術及び文化活動の振興に関する事業 など

寄付の用途の例
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自分の寄付したものが、どのように使われるのか実感でき、それが自らの喜び

となるのであれば、寄付の満足度は高まり、人が自らのお金の使い道として、

商品としての寄付を選択しようという気持ちを起こさせるのではないだろうか。
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